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(注)　１ 「確定」とは、再審査申立て及び行政訴訟提起がなされなかったものをいい、令和５年については、　

　　　　　再審査申立て及び行政訴訟提起期間中のものを含んでおり、12月末現在の数字である。

　　　　　したがって、翌６年の再審査申立て及び行政訴訟提起により、数値が変更になることがある。

　　   ２ 令和４年には、再審査申立てと行政訴訟提起がともになされたものが１件あった。

再審査申立て

3 4 1

2

件　　数

命令・決定書交付 13 23 18

命令・決定書交付年

件　　数 件　　数

0

1 4

0 4 3

5 9 8

4 4 1

確　　　定 4 11 9

行政訴訟提起

0 2 0

4 2 1

0 0


